
第１０章	 	 年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約並びに業務の委託	 

	 

（年金給付等積立金の積立て）	 

第８１条	 この基金は、法第１３６条の２に定めるところにより、年金給付等積立金を積

み立てなければならない。	 

	 

（年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結）	 

第８１条の２	 この基金は、法第１３０条の２第１項及び法第１３６条の３第１項の規定

に基づき、年金給付費等積立金の管理及び運用に関し、給付に要する費用に充てることを

目的として信託会社と自己を受益者とする年金信託契約を、金融商品取引業者と投資一任

契約をそれぞれ締結するものとする。	 

２	 この基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、信託会社と

自己を受益者とする年金特定信託契約を締結する。	 

３	 第１項の規定により締結する信託契約について、年金たる給付及び一時金たる給付に

要する費用に関する内容は、基金令第３０条第１項に規定するもののほか、次の各号に該

当するものでなければならない。	 

（１）	 基金に支払うべき支払金は、次に掲げる場合に支払われるものとする。	 

ア	 加入員若しくは加入員であった者又はこれらの遺族が、この基金の規約に定める

給付を受けることができるとき。	 

イ	 この基金が、法第１４４条の６第２項、法第１６０条第３項、法第１６０条の２

第２項及び確定企業年金法第１１５条の３第２項の規定に基づき、中途脱退者に係る

年金給付及び一時金たる給付の現価相当額又は脱退一時金相当額の移換又は交付を

行うとき。	 

ウ	 政府が法第８５条の３の規定に基づきこの基金から第１号改定者等の加入員で

あった期間に係る老齢年金給付の現価相当額の徴収を行うとき。	 

エ	 基金規則第４４条の２の規定により、業務経理への繰入金を受けることができる

とき。	 

（２）	 信託金と支払金は相殺しないものであること。	 

４	 第２項の年金特定信託契約の内容は、基金令第３１条に規定するもののほか、前項の

規定を準用する。	 



	 

（運用管理）	 

第８１条の３	 この基金は、法第１３０条の２第１項及び法第１３６条の３第１項の規定

に基づき締結した契約にかかる総資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合

（以下「政策的資産構成割合」という。）を適切な方法により定めるものとする。	 

２	 この基金は、前項の政策的資産構成割合を踏まえた上で、当該契約に係る各運用受託

機関とも協議を行いながら、当該運用受託機関の資産構成割合等を運用ガイドラインとし

て定め、適切な運用管理を行うものとする。	 

	 

（運用管理規程）	 

第８１条の４	 この基金は、第８１条の２第１項及び第２項の契約に係る次の事項につい

ては、運用管理規程において定めるものとする。	 

（１）	 運用受託機関又は資産管理機関の名称	 

（２）	 掛金の払込割合	 

（３）	 基金に支払うべき支払金	 

（４）	 資産の額の変更	 

２	 運用管理規程は、代議員会の議決を経て決定する。また、定めた事項を変更する場合

においても同様とする。	 

３	 第１項第２号及び第３号に規定する事項の変更並びに第１項第４号に規定する事項

については、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を経て決定する。	 

４	 第１項第２号及び第３号に規定する事項の変更並びに第１項第４号に規定する事項

であって、年金給付等積立金の安全かつ効率的な運用のために必要なものとして、運用管

理規程で定めるものについては、前２項の規定にかかわらず、運用管理規程の定めるとこ

ろにより、理事長の専決をもって決定することができる。	 

５	 理事長は、前２項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、

その承認を得なければならない。	 

	 	 

（業務の委託）	 

第８２条	 この基金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に、次の各号に掲げる事務を委託す

る。	 



（１）	 年金数理に関する事務	 

（２）	 給付金の支払に関する事務	 

（３）	 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号。）附則第８４

条第３項から第５項までの規定による厚生年金保険の管掌者たる政府からの負担金に

関する事務	 

（４）	 副本管理に関する事務	 

（５）	 副本管理に付随する事務	 

ア．加入員記録管理補助	 

イ．年金受給待期者補助	 

ウ．年金受給者記録管理補助	 

エ．連合会移受換対象者抽出補助	 

オ．統計資料作成補助	 

カ．掛金額計算補助	 

キ．給付額計算補助	 

２	 この基金は、前項に規定する事務のほか、法第１３０条第５項に規定する業務の委託

会社（連合会を除く。）に、年金資産及び年金債務の将来予測（運用の基本方針策定のた

めに必要な年金資産分析（リスク・リターン分析等）及び関連業務（最適資産構成に関す

る相談・助言等）を含む。）に関する事務を委託することができる。	 

	 

（年金給付等積立金の積立て）	 

第８２条の２	 この基金は、法第１３６条の２に定めるところにより、年金給付等積立金

を積み立てなければならない。	 


